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(57)【要約】
　前主面と後主面を有し、両主面の少なくとも一方がフ
ィルタを含み、以下の特性、０～１５°の入射角に対し
て５％以上である、４２０～４５０ｎｍの波長域内の平
均青色反射率係数、０～１５°の入射角に対して以下の
特性を呈示するスペクトル反射率曲線、４３５ｎｍ未満
の波長における最大反射率、８０ｎｍ以上の半値全幅０
～１５°の入射角θと３０～４５°の入射角θ’に対し
て、関係式Δ（θ，θ’）＝１－［Ｒθ’（４３５ｎｍ
）／Ｒθ（４３５ｎｍ）］により定義されるパラメータ
Δ（θ，θ’）であって０．６以上となるようにされた
パラメータΔ（θ，θ’）、Ｒθ（４３５ｎｍ）は前記
入射角θに対する４３５ｎｍの波長における上記フィル
タを含む主面の反射率値であり、Ｒθ’（４３５ｎｍ）
は前記入射角θ’に対する４３５ｎｍの波長における上
記フィルタを含む主面の反射率値である、を有する上記
フィルタを含む主面を提供する眼用レンズ。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前主面と後主面とを有し、前記両主面の少なくとも一方がフィルタを含み、以下の特性
を有する前記フィルタを含む前記主面を提供する眼用レンズであって、
　０°～１５°の範囲の入射角に対して５％以上である、４２０ナノメートル～４５０ナ
ノメートルの波長域内の平均青色反射率係数（Ｒm,B）、
　０°～１５°の範囲の入射角に対して以下の特性を有するスペクトル反射率曲線、
　４３５ナノメートル未満の波長において最大反射率、
　８０ナノメートル以上の半値全幅（ＦＷＨＭ）、
　０°～１５°の範囲の入射角θと３０°～４５°の範囲の入射角θ’に対して、関係式
Δ（θ，θ’）＝１－［Ｒθ’（４３５ｎｍ）／Ｒθ（４３５ｎｍ）］により定義される
パラメータΔ（θ，θ’）であって０．６以上となるようにされたパラメータΔ（θ，θ
’）、ここで、
　Ｒθ（４３５ｎｍ）は、前記入射角θに対する４３５ナノメートル波長における前記フ
ィルタを含む主面の反射率値を表し、
　Ｒθ’（４３５ｎｍ）は、前記入射角θ’に対する４３５ナノメートル波長における前
記フィルタを含む主面の反射率値を表す、眼用レンズ。
【請求項２】
　前記パラメータΔ（θ，θ’）は入射角θ＝１５°と入射角θ’＝４５°に対して定義
される、請求項１に記載の眼用レンズ。
【請求項３】
　前記平均青色反射率係数（Ｒm,B）は、１０％以上、より好適には２０％以上、さらに
好適には３０％以上である、請求項１又は２に記載の眼用レンズ。
【請求項４】
　前記最大反射率は、４１０ｎｍ以下、より好適には４００ｎｍ以下、さらに好適には３
９０ｎｍ以下の波長において観測される、請求項１～３のいずれか一項に記載の眼用レン
ズ。
【請求項５】
　前記半値全幅は、９０ナノメートル以上、好適には１００ナノメートル以上である、請
求項１～４のいずれか一項に記載の眼用レンズ。
【請求項６】
　前記半値全幅は、１５０ナノメートル以下、好適には１２０ナノメートル以下、より好
適には１１０ｎｍ以下である、請求項１～５のいずれか一項に記載の眼用レンズ。
【請求項７】
　前記フィルタを備える前記眼用レンズ主要面上の前記平均視感反射率係数（Ｒv）は、
２．５％以下、好適には１．５％以下である、請求項１～６のいずれか一項に記載の眼用
レンズ。
【請求項８】
　前記眼用レンズ主要面のそれぞれの上の前記平均視感反射率係数（Ｒv）は、２．５％
以下、好適には１．５％以下である、請求項１～６のいずれか一項に記載の眼用レンズ。
【請求項９】
　前記フィルタを備える前記眼用レンズ主要面上の前記平均視感反射率係数（Ｒv）は０
．７％以下である、請求項１～８のいずれか一項に記載の眼用レンズ。
【請求項１０】
　前記フィルタは干渉フィルタである、請求項１～９のいずれか一項に記載の眼用レンズ
。
【請求項１１】
　前記フィルタは、１１以下の数の層、好適には２～１０層、より好適には４～９層を含
む、請求項１０に記載の眼用レンズ。
【請求項１２】
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　前記フィルタは、７００ナノメートル以下、好適には６００ナノメートル以下の合計厚
を有する、請求項１～１１のいずれか一項に記載の眼用レンズ。
【請求項１３】
　前記比［Ｒ15°（４３５ｎｍ）－Ｒ15°（４８０ｎｍ）］／Ｒ15°（４３５ｎｍ）は０
．８以上であり、ここで、Ｒ15°（４３５ｎｍ）とＲ15°（４８０ｎｍ）はこの主面への
１５°の範囲の入射角に対する４３５ｎｍと４８０ｎｍとにおける前記フィルタを含む主
要面の反射率をそれぞれ表す、請求項１～１２のいずれか一項に記載の眼用レンズ。
【請求項１４】
　１５°の入射角に対する前記フィルタを含む前記主面の反射率の最大レベルにおける前
記反射率値は、４３５ｎｍの波長において及び１５°の入射角に対する同じ主面の反射率
値より好適には少なくとも１．５倍高く、より好適には少なくとも２倍高い、ことを特徴
とする請求項１～１３のいずれか一項に記載の眼用レンズ。
【請求項１５】
　前記フィルタは眼用レンズの前主面上に形成される、請求項１～１４のいずれか一項に
記載の眼用レンズ。
【請求項１６】
　前記眼用レンズ後主面はＵＶ域内で効率的な反射防止被覆を含む、請求項１５に記載の
眼用レンズ。
【請求項１７】
　前主面と後主面とを有し、前記両主面の少なくとも一方がフィルタを含み、以下の特性
を有する前記フィルタを含む前記主面を提供する眼用レンズであって、
　０°～１５°の範囲の入射角に対して５％以上である、４２０ナノメートル～４５０ナ
ノメートルの波長域内の平均青色反射率係数（Ｒm,B）、
　０°～１５°の範囲の入射角に対して以下の特性を有するスペクトル反射率曲線、
　４３５ナノメートル未満の波長において最大反射率、
　７０ナノメートル以上，好適には７５ｎｍ以上の半値全幅（ＦＷＨＭ）、
　０°～１５°の範囲の入射角θと３０°～４５°の範囲の入射角θ’に対して、関係式
Δ（θ，θ’）＝１－［Ｒθ’（４３５ｎｍ）／Ｒθ（４３５ｎｍ）］により定義される
パラメータΔ（θ，θ’）であって０．５以上となるようにされたパラメータΔ（θ，θ
’）、ここで、
　Ｒθ（４３５ｎｍ）は前記入射角θに対する４３５ナノメートル波長における前記フィ
ルタを含む主面の反射率値を表し、
　Ｒθ’（４３５ｎｍ）は前記入射角θ’に対する４３５ナノメートル波長における前記
フィルタを含む主面の反射率値を表し、
　０°～１５°の範囲の入射角に対して、関係式Δスペクトラル＝１－［Ｒ0°-15°（４
８０ｎｍ）／Ｒ0°-15°（４３５ｎｍ）］により定義されるパラメータΔスペクトラルで
あって０．８以上となるようにされたパラメータΔスペクトラル、ここで
　Ｒ0°-15°（４８０ｎｍ）は当該入射の４８０ナノメートル波長における前主面の反射
率値を表し、
　Ｒ0°-15°（４３５ｎｍ）は当該入射の４３５ナノメートル波長における前主面の反射
率値を表す、眼用レンズ。
【請求項１８】
　前記パラメータΔ（θ，θ’）は入射角θ＝１５°と入射角θ’＝４５°に対して定義
される、請求項１７に記載の眼用レンズ。
【請求項１９】
　パラメータΔスペクトラルは１５°の入射角に対して定義される、請求項１７に記載の
眼用レンズ。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか一項に記載の少なくとも１つの眼用レンズを含む眼鏡。
【請求項２１】
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　装着者の視覚認識におけるコントラストを改善するための請求項１～１９のいずれか一
項に記載の眼用レンズの使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は眼用光学分野に関する。
【０００２】
　より具体的には、両主面の一方が眼鏡装着者の網膜への青色光誘起光毒性影響を低減す
るように意図された光学フィルタを含む眼用レンズに関する。
【背景技術】
【０００３】
　本特許出願を通して、原則として、値範囲、特に波長及び入射角の範囲に言及する。本
明細書で使用されるように、「ｘ～ｙの範囲」は「ｘ～ｙの範囲内」を意味し、ｘとｙの
両端値はこの範囲内に含まれる。
【０００４】
　人間に見える光は約３８０ナノメートル（ｎｍ）波長から７８０ｎｍ波長までの間の光
スペクトルに広がる。このスペクトルの一部（約３８０ｎｍ～約５００ｎｍの範囲）は高
エネルギーのほぼ青色光に対応する。
【０００５】
　多くの研究（例えば、Ｋｉｔｃｈｅｌ　Ｅ．，“Ｔｈｅ　ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　ｂｌ
ｕｅ　ｌｉｇｈｔ　ｏｎ　ｏｃｕｌａｒ　ｈｅａｌｔｈ”，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｖｉ
ｓｕａｌ　Ｉｍｐａｉｒｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｂｌｉｎｄｎｅｓｓ　Ｖｏｌ．９４，Ｎｏ．
６，２０００又はＧｌａｚｅｒ－Ｈｏｃｋｓｔｅｉｎ　ａｎｄ　ａｌ．，Ｒｅｔｉｎａ，
Ｖｏｌ．２６，Ｎｏ．１．ｐｐ．１－４，２００６参照）は、青色光が人間の目の健康、
特に網膜への光毒性影響を有するということを示唆している。
【０００６】
　実際、視覚光生物学研究（Ａｌｇｖｅｒｅ　Ｐ．Ｖ．　ａｎｄ　ａｌ．，“Ａｇｅ－Ｒ
ｅｌａｔｅｄ　Ｍａｃｕｌｏｐａｔｈｙ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｉｍｐａｃｔ　ｏｆ　ｔｈｅ
　Ｂｌｕｅ　Ｌｉｇｈｔ　Ｈａｚａｒｄ　”，Ａｃｔａ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏ．　Ｓｃａ
ｎｄ．，Ｖｏｌ．８４，ｐｐ．４－１５，２００６）及び臨床試験（Ｔｏｍａｎｙ　Ｓ．
Ｃ．　ａｎｄ　ａｌ．，“Ｓｕｎｌｉｇｈｔ　ａｎｄ　ｔｈｅ　１０－Ｙｅａｒ　Ｉｎｃ
ｉｄｅｎｃｅ　ｏｆ　Ａｇｅ－Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｍａｃｕｌｏｐａｔｈｙ．　Ｔｈｅ　Ｂ
ｅａｖｅｒ　Ｄａｍ　Ｅｙｅ　Ｓｔｕｄｙ”，Ａｒｃｈ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ．，Ｖｏ
ｌ．１２２．ｐｐ．７５０－７５７，２００４）は、青色光に対する過度に長い又は強度
の露出が加齢黄斑変性症（ＡＲＭＤ：ａｇｅ－ｒｅｌａｔｅｄ　ｍａｃｕｌａｒ　ｄｅｇ
ｅｎｅｒａｔｉｏｎ）などの重い眼疾病を誘発し得るということを実証した。
【０００７】
　しかし、約４６５ｎｍ～４９５ｎｍの範囲の波長を有するこの青色光の一部は「日周期
」と呼ばれるバイオリズムを調節するための機構に関連付けられるので健康を促進する。
【０００８】
　したがって、特にリスク増加をもたらす波長帯に関し、潜在的に有害な青色光に対する
露出を特に制限することが推奨される（特に、青色光傷害関数Ｂ（λ）を参照するＩＳＯ
８９８０－３規格：２００３（Ｅ）表Ｂ１を参照）。
【０００９】
　この目的を達成するために、網膜への光毒性青色光透過を防止又は制限する眼用レンズ
を両眼のそれぞれの前に装着することが望ましいかもしれない。
【００１０】
　適切な波長域内の光を吸収又は反射により部分的に禁止する膜を含むレンズにより、４
００ｎｍ～４６０ｎｍの青色光スペクトルの厄介な部分を少なくとも部分的にカットする
ことがある特許文献に既に示唆されている（例えば、特許文献１参照。）。
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【００１１】
　さらに、当業者は、一方では装着者の良好な視力を維持し他方では日周期を変えないよ
うに、４６５ｎｍより長い波長において可視光を効率的に透過する能力を維持する一方で
網膜により受光される有害な青色光の量を最小化できるようにするフィルタを捜している
。
【００１２】
　困難は、４２０ｎｍ～４５０ｎｍ波長域（濾過対象）が、濾過されてはならない又はほ
んの少ししか濾過されてはならない波長域に近いということにある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】国際公開第２００８／０２４４１４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、周辺領域から発生する全光照射を考慮し、目により受光される４２０
ｎｍ～４５０ｎｍの範囲の波長域内の青色光量を低減するであろう反射フィルタを含む眼
用レンズを提供することである。
　また、本発明の別の目的は、４６５ｎｍ～４９５ｎｍの範囲の波長域内の顕著な透過を
可能にする上記の反射フィルタを含む眼用レンズを提供することである。
【００１５】
　本発明の別の目的は、上記特性を有する反射フィルタを含み工業レベルで実現するのが
容易かつ経済的な眼用レンズを提供することである。
【００１６】
　一般的に言えば、「狭く」、高選択性で、限定された帯域通過域とこの帯域通過域を中
心とする反射率のピークとを有すると言われるフィルタを設計し得る。したがって、網膜
への光毒性青色光透過を制限するために、適切な狭帯域フィルタは、例えば４２０ｎｍ～
４５０ｎｍ間の３０ｎｍの半値全幅と４３５ｎｍを中心とする波長の最大反射率を有すべ
きである。
【００１７】
　実際、高選択性かつ狭帯域なフィルタは通常、複数の誘電体層を含む全体として厚いス
タックからなる。
【００１８】
　このようなフィルタは、特に真空下で蒸着される場合長くかつ高価な工業生産工程を必
要とする。層数と界面数の増加はまた、良好な機械的性質を得ることを困難にする。
【００１９】
　上記制約条件を考慮することで、層数を制限する必要性を生じ、その結果、スペクトル
選択性（このとき、このような狭帯域フィルタの半値全幅は最大７０ｎｍに達し得る）と
角度選択性の観点で性能を制限し、フィルタは角度的に不十分な選択性となる。これは、
４２０ｎｍ～４５０ｎｍの範囲の波長に対し、このような狭帯域フィルタを備える眼用レ
ンズの主面の反射率が主面への０°～１５°の範囲の入射角に対して高ければ、同主面へ
の３０°～４５°の範囲の入射角に対する反射率もまた比較的高くなることを意味する。
【００２０】
　入射角は、入射点における表面に対する垂線とこの表面に当たる光ビームの方向間の角
度として古典的に定義される。
【００２１】
　これは、前主面上に前述したような光学的狭帯域フィルタが蒸着された眼用レンズを有
する眼鏡装着者にとって多くの結果をもたらす。本文脈では、眼用レンズの前主面が眼鏡
装着者の目からの最も遠方にある眼用レンズの主面であるということを理解すべきである
。対照的に、眼鏡装着者の目に最も近い眼用レンズ主面は後主面である。
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【００２２】
　したがって眼用レンズは、眼鏡装着者の目に対して配置されると、一方では、眼用レン
ズの前主面上にいくらかの「直接」入射光を受け、他方では、装着者の背景から発生し眼
用レンズにより反射されるいくらかの「間接」光を受ける。
【００２３】
　装着者の背景から来て眼用レンズにより反射され装着者の目に向けられる光は、主とし
て３０°～４５°の範囲の入射角による眼用レンズ後主面への入射光である。
【００２４】
　３０°～４５°の範囲の入射角で装着者の背景から発生するこの可視光は、第１の反射
が発生する後主面を通過し、次に基材を通過し、その後上記フィルタを含む前主面に到達
する。
【００２５】
　さらに、眼用レンズの前主面上に蒸着されるフィルタの光学特性（例えば反射率）は光
が前主面側に入射する又は後主面側から発生するのいずれであっても等しいということが
知られている。
【００２６】
　狭帯域フィルタが、前主面への３０°～４５°の範囲の入射角に対し、４２０ｎｍ～４
５０ｎｍの範囲の波長において青色光を効率的に反射すれば、狭帯域フィルタは、後主面
への３０°～４５°の範囲の入射角に対して、後面から来る青色光もまた効率的に反射す
る。
【００２７】
　したがって、眼用レンズの前主面への直接入射光が前主面上に蒸着された狭帯域フィル
タに対する反射により効率的に除去されたとしても、装着者の背景から発生する間接光は
眼鏡装着者の目に同様にして反射される。
【００２８】
　結局、狭帯域フィルタの使用にもかかわらず、装着者の網膜に到達する光毒性青色光の
量は比較的多くなり装着者にとつて有害になる可能性がある。
【００２９】
　さらに、フィルタは、その位置が前面又は後面であろうと、４２０ｎｍ～４５０ｎｍの
範囲内の波長域の光に関し同じやり方で振る舞う。これは、いずれの場合も、眼用レンズ
が４２０ｎｍ～４５０ｎｍの範囲の波長域内の光を透過するためである。したがって、同
じ光毒性青色光誘発有害結果は、フィルタが眼用レンズの前主面上に蒸着される代わりに
後主面上に適用されたとしても、装着者に生じる。
【００３０】
　さらに、既に述べたように、限定された数の層と大規模工業生産に適合する厚さとを含
む狭帯域反射フィルタは、スペクトル選択性の低減に悩まされ、日周期支配範囲内の光の
かなりの部分を反射する可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【００３１】
　本発明のニーズに対処し上述の従来技術の欠点を取り除くために、本出願人は、日周期
を最良に維持する一方でこのような眼用レンズを装着するユーザの網膜に当たる光毒性青
色光の量を低減できるであろう反射フィルタを備える眼用レンズを提供する。
【００３２】
　そのために、本発明は、前主面と後主面を有し、両主面の少なくとも一方がフィルタを
含み、以下の特性を有する上記フィルタを含む主面を提供する眼用レンズに関する。
　－　０°～１５°の範囲の入射角に対して５％以上である、４２０ナノメートル～４５
０ナノメートルの波長域内の平均青色反射率係数（Ｒm,B）、
　－　０°～１５°の範囲の入射角に対して以下の特性を有するスペクトル反射率曲線、
　－　４３５ナノメートル未満の波長において最大反射率、
　－　８０ナノメートルより広い半値全幅（ＦＷＨＭ：ｆｕｌｌ　ｗｉｄｔｈ　ａｔ　ｈ
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ａｌｆ　ｍａｘｉｍｕｍ）、
　－　０°～１５°の範囲の入射角θと３０°～４５°の範囲の入射角θ’に対して、関
係式Δ（θ，θ’）＝１－［Ｒθ’（４３５ｎｍ）／Ｒθ（４３５ｎｍ）］により定義さ
れるパラメータΔ（θ，θ’）であって０．６以上となるようにされたパラメータΔ（θ
，θ’）、ここで、
　－　Ｒθ（４３５ｎｍ）は、入射角θに対する４３５ナノメートル波長における上記フ
ィルタを含む主面の反射率値であり、
　－　Ｒθ’（４３５ｎｍ）は、入射角θ’に対する４３５ナノメートル波長における上
記フィルタを含む主面の反射率値である。
【００３３】
　別の実施形態では、本発明は、前主面と後主面とを有し、両主面の少なくとも一方がフ
ィルタを含み、以下の特性を有する上記フィルタを含む主面を提供する眼用レンズに関す
る。
　－　０°～１５°の範囲の入射角に対して５％以上である、４２０ナノメートル～４５
０ナノメートルの波長域内の平均青色反射率係数（Ｒm,B）、
　－　０°～１５°の範囲の入射角に対して以下の特性を有するスペクトル反射率曲線、
　－　４３５ナノメートル未満の波長において最大反射率、
　－　７０ナノメートル以上，好適には７５ｎｍ以上の半値全幅（ＦＷＨＭ）、
　－　０°～１５°の範囲の入射角θと３０°～４５°の範囲の入射角θ’に対して、関
係式Δ（θ，θ’）＝１－［Ｒθ’（４３５ｎｍ）／Ｒθ（４３５ｎｍ）］により定義さ
れるパラメータΔ（θ，θ’）であって０．５以上となるようにされたパラメータΔ（θ
，θ’）、ここで、
　－　Ｒθ（４３５ｎｍ）は、入射角θに対する４３５ナノメートル波長における上記フ
ィルタを含む主面の反射率値であり、
　－　Ｒθ’（４３５ｎｍ）は、入射角θ’に対する４３５ナノメートル波長における上
記フィルタを含む主面の反射率値である。
　－　０°～１５°の範囲の入射角に対して、関係式Δスペクトラル＝１－［Ｒ0°-15°

（４８０ｎｍ）／Ｒ0°-15°（４３５ｎｍ）］により定義されるパラメータΔスペクトラ

ルであって０．８以上となるようにされたパラメータΔスペクトラル、ここで、
　－　Ｒ0°-15°（４８０ｎｍ）は、当該入射の４８０ナノメートル波長における前主面
の反射率値である、
　－　Ｒ0°-15°（４３５ｎｍ）は、当該入射の４３５ナノメートル波長における前主面
の反射率値である。
【００３４】
　したがって、本発明の眼用レンズは、このような眼用レンズを装着するユーザの網膜へ
の光毒性青色光透過を最小化し、その結果として、一方では４２０ｎｍ～４５０ナノメー
トルの波長域内のその平均反射率、他方ではその角度選択性を最小化できるようにする。
【００３５】
　実際、上記フィルタを備える眼用レンズは、所与の波長において、上記フィルタを含む
主面への２つの本質的に異なる入射角に対して本質的に異なる反射率を有する。
【００３６】
　さらに、このフィルタは、４２０ナノメートル～４５０ナノメートルの範囲である光毒
性青色光波長帯と比較して偏心している。実際、眼用レンズは４３５ナノメートルより低
い波長において最大反射率を有する。これによりレンズの角度選択性を調整できるように
する。
【００３７】
　本発明の眼用レンズの各主面のスペクトル特性（反射率、Ｒm、Ｒv、．．．）は、基材
を通過すること無く空中から主面に当たる入射光ビームに対して古典的に判断される。
【００３８】
　最終的に、上に定義されたパラメータΔ（θ，θ’）を有する本発明の眼用レンズは、
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　－　前主面側から発生する光毒性青色光の反射であってその強度が測定可能値Ｒθ（４
３５ｎｍ）に依存する反射を最大化し、
　－　後主面側から発生する光毒性青色光の反射であってその強度が測定可能値Ｒθ’（
４３５ｎｍ）に依存する反射を最小化することができる。
【００３９】
　したがって、このフィルタを備える本発明の眼用レンズは、このような眼用レンズを装
着するユーザの網膜への光毒性青色光全面透過を低減する。
【００４０】
　狭帯域フィルタと比較して広い半値全幅を有する提供されるフィルタは、このような狭
帯域フィルタより薄いことが判明され、それほど多くの層を有しなく、結果として、狭帯
域フィルタと比較して製造するのが容易かつ安価である。
【００４１】
　さらに、本発明の眼用レンズの他の有利かつ非限定的な特性は、以下の通りである。
　－　フィルタは眼用レンズの前主面上に形成される。
　－　パラメータΔ（θ，θ’）は、フィルタを含む主面への入射角θに対してθ＝１５
°となるように、及びフィルタを含む主面への入射角θ’に対してθ’＝４５°となるよ
うに定義される。
　－　パラメータΔスペクトラルは１５°の入射角に対して定義される。
　－　パラメータΔ（θ，θ’）は０．６５以上、より好適には０．７以上、さらに好適
には０．７５以上、最も好適には０．８以上である。
　－　最大反射率は４１０ｎｍ以下、より好適には４００ｎｍ以下、さらに好適には３９
０ｎｍ以下の波長において観測される。
　－　最大反射率は、３５０ナノメートル以上の波長で、好適には３６０ｎｍ～４００ｎ
ｍの波長域内で、より好適には３７０ｎｍ～３９０ｎｍの波長域内で観測される。
　－　半値全幅は、９０ナノメートル以上、好適には１００ナノメートル以上である。
　－　半値全幅は、１５０ナノメートル以下、好適には１２０ナノメートル以下で、より
好適には１１０ｎｍ以下である。
【００４２】
　したがって、半値全幅は通常、８０ｎｍ～１５０ｎｍ、好適には９０ｎｍ～１２０ｎｍ
、より好適には９０ｎｍ～１１０ｎｍ、さらに好適には１００ｎｍ～１１０ｎｍの範囲で
ある。
【００４３】
　最終的に、本発明の眼用レンズの他の有利かつ非限定的な特性は、以下の通りである。
　－　１５°の入射に対するフィルタを含む主面の反射率の最大レベルにおける反射率値
は、４３５ｎｍの波長において、１５°の入射に対する同じ入射角の同じ主面の反射率値
より好適には少なくとも１．５倍高く、より好適には少なくとも２倍高く、最も好適には
少なくとも２．５倍高い。
　－　比［Ｒ15°（４３５ｎｍ）－Ｒ15°（４８０ｎｍ）］／Ｒ15°（４３５ｎｍ）。こ
こで、Ｒ15°（４３５ｎｍ）とＲ15°（４８０ｎｍ）はそれぞれ、この主面への１５°の
入射角に対する４３５ｎｍの波長と４８０ｎｍの波長における上記フィルタを含む眼用レ
ンズ主面の反射率を表し、０．８以上、より好適には０．８５以上、さらに好適には０．
９以上である。この比は、時間生物学的帯を妨害することなく光毒性帯を保護できるよう
にする本発明の眼用レンズ上に設けられるフィルタの顕著な選択性を表す。
　－　フィルタを備える眼用レンズ主面上の平均視感反射率係数（Ｒｖ）は２．５％以下
、好適には１．５％以下である。
　－　眼用レンズの両主面のそれぞれの上の平均視感反射率係数（Ｒｖ）は２．５％以下
、好適には１．５％以下である。
　－　フィルタを備える眼用レンズ主面上の平均視感反射率係数（Ｒｖ）は０．７％以下
である。
　－　フィルタは眼用レンズの前主面上に形成され、この前主面への１５°の入射角に対
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する３００ｎｍ～３８０ｎｍの範囲の紫外線の範囲（ＵＶ）内の（単純）平均反射率係数
は、１５％以上、より好適には２０％以上、さらに好適には２５％以上である。
　－　フィルタは干渉フィルタである。
　－　フィルタは、１１以下の数の層、好適には２～１０層、より好適には４～９層、さ
らに好適には４～７層を含む。
　－　フィルタは、７００ナノメートル以下、好適には６００ナノメートル以下、さらに
好適には５５０ｎｍ以下、最も好適には２００ｎｍ～４００ｎｍの合計厚を有する。
　－　眼用レンズ後主面は、ＵＶ被覆（すなわち紫外線をあまり反射しない被覆）、好適
にはスペクトルの紫外線と可視部の両方において効率的である反射防止膜を含む。
【００４４】
　さらに、本発明の眼用レンズは眼鏡の製造に有利に貢献する。
【００４５】
　したがって、本発明はまた、本発明の少なくとも１つの眼用レンズを含む眼鏡を提供す
る。
　本発明のいくつかの態様の中の一つにおいて、本発明は、本発明の眼用レンズの使用時
に装着者の視覚認識におけるコントラストを増加することを目的とする。したがって、本
発明の眼用レンズの使用により、装着者の視力の快適さを改良することができ、特に、上
記の眼用レンズを通して観測される物や人を認識することができる。この眼用レンズの使
用は、特に目の病気になってない人や目の病気になりやすい体質でない人には興味深い。
【００４６】
　さらに、本発明の眼用レンズの使用は、治療利用に特に興味深いこと又は青色光誘発光
毒性に関係する病気を予防することが明らかになる。
【００４７】
　本発明は、さらに、本発明の眼用レンズの使用時に光毒性青色光に関する退行変性過程
に起因する目の病気の発生のリスクを低減することを目的とする。
【００４８】
　本発明は最終的には、青色光誘発光毒性に対して装着者の目の少なくとも一部を保護す
るために（特には加齢黄斑変性症（ＡＲＭＤ）などの退行変性過程に対する）本発明の眼
用レンズを使用することを提供する。
【００４９】
　本発明は、眼用レンズがその前主面上に本発明によるフィルタを備える添付図面を参照
することにより、より詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本出願の実施例１において作成された眼用レンズの、及び本発明のフィルタの特
性（特に半値全幅）を満たさないフィルタにより被覆された眼用レンズ（比較例Ｃ１を参
照）の、前主面への１５°の入射角に対するスペクトル反射率曲線を示す。
【図２】本出願の実施例２において作成された眼用レンズの、及び本発明のフィルタの特
性（特に半値全幅）を満たさないフィルタにより被覆された眼用レンズ（比較例Ｃ２を参
照）の、前主面への１５°の入射角に対するスペクトル反射率曲線を示す。
【図３】本出願の実施例３において作成された眼用レンズの、及び本発明のフィルタの特
性（特に半値全幅）を満たさないフィルタにより被覆された眼用レンズ（比較例Ｃ３を参
照）の、前主面への１５°の入射角に対するスペクトル反射率曲線を示す。
【図４】先行請求項のそれぞれの、加重透過率（％）と加重反射率（％）を示す。重み付
けは青色光傷害関数に基づきなされる。
【図５】前主面への０°と４５°の入射角に対する本出願の実施例３の眼用レンズの３８
０ｎｍ～５００ｎｍのスペクトル反射率曲線を表す。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　周知のように、本発明の眼用レンズは有機又は無機ガラスで作られた透明基材を含む。
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この基材は、特定の光学的及び／又は機械的性質を眼用レンズに与えるために１つ以上の
機能性被覆、例えば、耐衝撃耐性被覆、摩耗抵抗被覆、反射防止被覆、ＵＶ被膜、静電防
止被覆、分極被覆、汚れ止め及び／又は防雲被覆を含み得る。これらの被覆はすべて眼用
レンズ技術領域において周知である。
【００５２】
　本発明の眼用レンズ基材は好適には、有機ガラス、例えば熱可塑性又は熱硬化性プラス
チック材料のものである。
【００５３】
　基材に使用される熱可塑性物質として挙げられるのは、（メタ）アクリル（共）重合体
、特に、ポリ（メタクリル酸メチル）（ＰＭＭＡ：ｐｏｌｙ（ｍｅｔｈｙｌ　ｍｅｔｈａ
ｃｒｙｌａｔｅ））、チオ（メタ）アクリル（共）重合体、ポリビニルブチラール（ＰＶ
Ｂ：ｐｏｌｙｖｉｎｙｌｂｕｔｙｒａｌ）、ポリカーボネート（ＰＣ：ｐｏｌｙｃａｒｂ
ｏｎａｔｅ）、ポリウレタン（ＰＵ：ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ）、ポリ（ティオウレタ
ン）、多価アルコールアリルカーボネート（共）重合体、エチレン／酢酸ビニル熱可塑性
共重合体、ポリ（エチレンテレフタラート）（ＰＥＴ：ｐｏｌｙ（ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔ
ｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ））又はポリ（ブチレンテレフタラート）（ＰＢＴ：ｐｏｌｙ
（ｂｕｔｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ））などのポリエステル、ポリエピス
ルフィド、ポリエポキシド、ポリカーボネートとポリエステルの共重合体、エチレンとノ
ルボルネン又はエチレンとシクロペンタジエンの共重合体などのシクロオレフィンの共重
合体、及びそれらの組み合わせである。
【００５４】
　本明細書で使用されるように、（共）重合体は共重合体又は単独重合体を意味するよう
に意図されている。（メタ）アクリル酸塩はアクリル酸塩又はメタクリル酸塩を意味する
ように意図されている。本明細書で使用されるように、ポリカーボネート（ＰＣ）はホモ
ポリカーボネートとコポリカーボネート及びブロックコポリカーボネートの両方を意味す
るように意図されている。
【００５５】
　特に最も推奨される基材としては、例えばＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ社により商標
名ＣＲ－３９（登録商標）で販売されるジエチレングリコールビスアリルカーボネートの
（共）重合化を通して得られる基材（ＯＲＭＡ（登録商標）レンズＥＳＳＩＬＯＲ）、又
は仏国特許第２７３４８２７号明細書に記載のものなどのチオ（メタ）アクリル単量体の
重合化を通して得られる基材が挙げられる。基材は単量体の上記混合物の重合を通して得
られてもよいし、このようなポリマ及び（共）重合体の混合物もまた含み得る。
【００５６】
　ポリカーボネートは他の好ましい基材である。
【００５７】
　眼用レンズは前主面と後主面とを有する。
【００５８】
　本明細書で使用されるように、後主面は、使用中に装着者の目に最も近い主面を意味す
るように意図されており、通常は凹面である。逆に、前主面は、使用中に装着者の目から
最も遠い主面を意味するように意図されており、通常は凸面である。
【００５９】
　本発明によると、眼用レンズの両主面の少なくとも一方はフィルタを含む。
【００６０】
　前述のように、眼用レンズ基材は眼用レンズの前主面上又は後主面上のいずれかに様々
な被覆を含み得る。
【００６１】
　基材「上」にあると言われる被覆又は基材「上へ」蒸着される被覆は以下の被覆として
定義される：
（ｉ）基材の主面の上に位置する、
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（ｉｉ）基材と必ずしも接触していない。すなわち、１つ以上の中間被覆が基材と当該被
覆間に挿入され得る。
（ｉｉｉ）基材の主面を必ずしも完全には覆わない。
【００６２】
　「層Ａが層Ｂ下に位置する」場合、層Ｂは層Ａより基材からより離れているということ
を理解すべきである。
【００６３】
　一実施形態では、フィルタは眼用レンズの前主面上に直接形成される。
【００６４】
　別の好ましい実施形態では、フィルタは、それ自体が眼用レンズの前主面上に蒸着され
た耐摩耗被覆及び／又は傷防止被覆上に直接蒸着される。
【００６５】
　フィルタを蒸着する前に、主面へのフィルタの付着力を増加するように意図された物理
的又は化学的活性化処理に基材の表面をさらすことが一般的である。
【００６６】
　このような前処理は通常、真空下で行われる。このような前処理は、エネルギー種によ
るボンバードメント、例えばイオンビーム（「イオン前洗浄」すなわち「ＩＰＣ：Ｉｏｎ
　Ｐｒｅ－Ｃｌｅａｎｉｎｇ」）、又は電子ビーム、コロナ放電による処理、イオン剥離
、ＵＶ処理、又は通常は酸素又はアルゴンを含む真空下のプラズマ処理であり得る。この
ような前処理はまた、酸又は塩基及び／又は溶媒（水又は有機溶媒）を使用する表面処理
であり得る。
【００６７】
　本出願において、フィルタを含む面の所与の入射角に対する眼用レンズのスペクトル反
射率は、波長に応じたこの入射角における反射率の変化（すなわち反射率係数）を表す。
スペクトル反射率曲線は、スペクトル反射率を横座標として波長を縦座標としてプロット
されるスペクトル反射率の概略図に対応する。スペクトル反射率曲線は、分光測光器、例
えばＵＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅ　Ａｃｃｅｓｓｏｒｙ）を取
り付けた分光測光器Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ　Ｌａｍｂｄａ　８５０により測定され得
る。
【００６８】
　平均反射率係数（略称Ｒｍ：ａｖｅｒａｇｅ　ｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅ　ｆａｃｔｏｒ
）はＩＳＯ１３６６６：１９９８規格に定義されたものでありＩＳＯ８９８０－４規格（
１７°未満の入射角、通常は１５°）に従って測定された。すなわち、平均反射率係数は
４００ｎｍ～７００ｎｍの全光スペクトル内の平均スペクトル反射率（単純）平均を表す
。
【００６９】
　同様に、本出願において「平均視感反射率係数：ａｖｅｒａｇｅ　ｌｕｍｉｎｏｕｓ　
ｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅ　ｆａｃｔｏｒ」とも呼ばれる視感反射率係数（略称Ｒｖ）は、
ＩＳＯ１３６６６：１９９８規格に定義されたものでありＩＳＯ８９８０－４規格（１７
度未満の入射角、通常は１５°）に従って測定された。すなわち、視感反射率係数は、３
８０ｎｍ～７８０ｎｍの範囲の全可視光スペクトル内のスペクトル反射率加重平均を表す
。
【００７０】
　類推により、平均青色反射率係数は、４２０ｎｍ～４５０ｎｍの間で定義され、Ｒm,B

と略称され、４２０ｎｍ～４５０ｎｍの範囲の波長域内のスペクトル反射率（単純）平均
に対応する。
【００７１】
　本発明によると、平均青色反射率係数Ｒm,Bは、フィルタを含む主面への０°（垂直入
射）～１５°の範囲の入射角（好適には１５°）で測定され得る。
【００７２】
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　本出願では、次のことにさらに注意すべきである：
　－　Ｒθ（４３５ｎｍ）は本発明によるフィルタを備える眼用レンズ主面の反射率値で
あり、この値は、４３５ナノメートルの波長で、及びフィルタを含む主面への０°～１５
°の範囲の入射角θに対し判断される（測定又は計算により）、
　－　Ｒθ’（４３５ｎｍ）は本発明によるフィルタを備える眼用レンズ主面の反射率値
であり、この値は、４３５ナノメートルの波長において及びフィルタを含む主面への３０
°～４５°の範囲の入射角θ’に対し判断される（測定又は計算により）。
【００７３】
　その後、パラメータΔ（θ，θ’）は以下の関係式Δ（θ，θ’）＝１－［Ｒθ’（４
３５ｎｍ）／Ｒθ（４３５ｎｍ）］を使用して定義される。以降、以下の明細書では、ど
のようにこのパラメータΔ（θ，θ’）が装着者の網膜に当たる光毒性青色光の量を制限
する眼用レンズの能力を評価するために使用されることができるかを、レンズの前面側又
は後面側から発生する青色光のそれぞれの寄与をそれぞれ考慮することにより説明する。
【００７４】
　本発明によると、フィルタは、この主面への０°～１５°の範囲の入射角に対し、５％
以上である平均青色反射率係数Ｒm,Bを提示する能力を、フィルタを備える眼用レンズ主
面に与える。
【００７５】
　したがって、フィルタは特に、平均青色反射率係数Ｒm,Bを最大化するように設計され
る。これにより、レンズの前主面に直接到達する４２０ｎｍ～４５０ｎｍの波長域内の光
毒性青色光の阻止を最大化できるようにする。眼用レンズ装着者の前面から発生し同装着
者の網膜に到達する直接光の大部分が前主面への通常０°～１５°の低入射角を有すると
いうことを本明細書では考慮する。
【００７６】
　本発明の好ましい実施形態では、平均青色反射率係数Ｒm,Bは、フィルタを備える眼用
レンズ主面への０°～１５°（好適には１５°）の入射角に対して、１０％以上、より好
適には２０％以上、さらに好適には３０％以上、最も好適には５０％以上である。
【００７７】
　本発明によると、フィルタは更に、この主面への０°～１５°（好適には１５°）の入
射角に対するスペクトル反射率曲線を提示する能力を有するフィルタを含む主面を提供す
る。本スペクトル反射率曲線は、
　－　４３５ナノメートル未満の波長における最大反射率、
　－　８０ナノメートル以上の半値全幅（ＦＷＨＭ）を提示する。
【００７８】
　実際、図１～３で分かるように、本発明の眼用レンズの前主面のスペクトル反射率曲線
は通常、３８０ｎｍ～５００ｎｍの波長域内にその高さ（最大反射率）とその半値全幅（
ＦＷＨＭ）により特徴付けることができる「ベル形状」を有する。
【００７９】
　本発明によると、最大反射率は４３５ｎｍより低い波長において得られる。したがって
、最大反射率は、４２０ｎｍ～４５０ｎｍ範囲の光毒性青色光波長帯の中心波長（４３５
ｎｍ）と比較してずらされている。
【００８０】
　最大反射率は４１０ｎｍ以下、より好適には４００ｎｍ以下、さらに好適には３９０ｎ
ｍ以下の波長において観測されることが好ましい。
【００８１】
　好ましい実施形態では、このような変位は、最大反射率がまた３５０ｎｍ以上の波長に
あるように制限される。最大反射率は３６０ｎｍより長い波長、より好適には３７０ｎｍ
以上の波長において観測されることが好ましい。
【００８２】
　本発明によると、当該スペクトル反射率曲線の半値全幅はフィルタを含む主面への０°



(13) JP 2015-520412 A 2015.7.16

10

20

30

40

50

～１５°の範囲の入射角に対し８０ｎｍ以上である。
【００８３】
　フィルタを含む主面への０°～１５°の範囲の入射角に対するスペクトル反射率曲線が
８０ナノメートル以上の半値全幅（ＦＷＨＭ）を有するようにサイズが大きくされたフィ
ルタは、以降「大フィルタ」と呼ばれる。
【００８４】
　好ましい実施形態では、半値全幅は９０ナノメートル以上、好適には１００ナノメート
ル以上である。
【００８５】
　また好適には、半値全幅は１５０ナノメートル未満、より好適には１２０ナノメートル
未満、さらに好適には１１０ｎｍ未満である。
【００８６】
　さらに本発明によると、フィルタは最終的には、既に定義されたように０．６以上のパ
ラメータΔ（θ，θ’）を提示する能力をフィルタを備える眼用レンズ主面に与える。
【００８７】
　既に定義されたように、パラメータΔ（θ，θ’）は、主面への０°～１５°の範囲の
入射角θに対する４３５ｎｍにおける反射率：略称Ｒθ（４３５ｎｍ）と、主面測距への
３０°～４５°の範囲の入射角θ’に対する４３５ｎｍにおける反射率：略称Ｒθ’（４
３５ｎｍ）との両方に依存する。
【００８８】
　本発明の眼用レンズが装着者の目の前に配置されれば、導入部で説明したように、眼用
レンズの前主面上に直接到達し装着者の目に到達する４２０ｎｍ～４５０ｎｍの波長域の
光毒性青色光の量は、測定可能値Ｒθ（４３５ｎｍ）と比較して逆に変化するということ
を理解すべきである。
【００８９】
　同様にして、装着者の背景から間接的に到達し眼用レンズにより反射される４２０ｎｍ
～４５０ｎｍの波長域の光毒性青色光の量は測定可能値Ｒθ’（４３５ｎｍ）と同様に変
化する。
【００９０】
　したがって、パラメータΔ（θ，θ’）をΔ（θ，θ’）≧０．６のように選択するこ
とにより、光毒性青色光に対して最適化された効率的フィルタを有する眼用レンズが得ら
れる。実際、パラメータΔ（θ，θ’）は特に次の場合に増加する：
（ｉ）反射率値Ｒθ’（４３５ｎｍ）が低い、すなわち装着者の背景から生じ装着者の網
膜の方向に眼用レンズにより反射される光毒性青色光の量が小さい、
（ｉｉ）反射率値Ｒθ（４３５ｎｍ）が高い、すなわち眼用レンズの前主面上に直接到達
し同前主面により反射される光毒性青色光の量が多い。
【００９１】
　好ましい実施形態では、本発明による「大フィルタ」を備える眼用レンズのパラメータ
Δ（θ，θ’）は、０．７以上、より好適には０．７５以上、さらに好適には０．８以上
である。
【００９２】
　好適には、パラメータΔ（θ，θ’）は、１５°にほぼ等しい入射角θと４５°にほぼ
等しい入射角θ’とに対して判断される。
【００９３】
　好適には、（前主面への０°～１５°の範囲の入射角に対する）本発明の眼用レンズの
４６５ｎｍ～４９５ｎｍの範囲の青色領域における平均透過係数（４６５ｎｍ～４９５ｎ
ｍの波長域のスペクトル透過率（単純）平均に対応する）は、８０％以上、より好適には
８５％以上、さらに好適には９０％以上である。
【００９４】
　これにより、特に、４６５ｎｍ～４９５ｎｍの範囲の波長を有する青色光（体内時計と
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の同期を保証する）がこの眼用レンズを使用する装着者の目に伝搬されるものの大部分と
なるであろうということを保証できるようにする。
【００９５】
　好適には、前主面への０°～１５°の範囲の入射角に対する４８０ｎｍにおける眼用レ
ンズ透過率は７０％以上、より好適には９０％以上、さらに好適には９５％以上である。
【００９６】
　本発明の好ましい実施形態では、レンズ上に蒸着されるフィルタは干渉フィルタである
。本明細書で使用されるように、このようなフィルタは干渉フィルタを備える眼用レンズ
の両主面の一方の面上に形成される少なくとも１つの層を含むフィルタを意味するように
意図されており、この層は、基材屈折率とは少なくとも０．１単位だけ異なる屈折率を有
する。例えば反射率などのこのようなフィルタの光学特性は、空気／層及び基材／層界面
における多重反射に起因する干渉から生じる。
【００９７】
　フィルタ内の層は、１ｎｍ以上の蒸着厚を有するものとして定義される。したがって、
１ｎｍ未満の厚さを有するいかなる層もフィルタ内に存在する層の数に計上されない。フ
ィルタと基材間に挿入される任意選択的副層もまた、干渉フィルタ内に存在する層の数に
計上されない。
【００９８】
　特記ある場合を除き、本出願において開示されるすべての層厚は光学的厚さではなく物
理的厚さである。
【００９９】
　本発明の干渉フィルタが少なくとも２つの層を含めば、干渉フィルタは、高屈折率を有
する少なくとも１つの層すなわちＨＩ層と呼ばれる「高屈折率層：ｈｉｇｈ　ｉｎｄｅｘ
－ｌａｙｅｒ」と低屈折率を有する少なくとも１つの層すなわちＬＩ層と呼ばれる「低屈
折率層：ｌｏｗ　ｉｎｄｅｘ－ｌａｙｅｒ」とのスタックを含む。
【０１００】
　好ましい実施形態では、干渉フィルタは１１未満の層を含み、好適には２～１０層、よ
り好適には４～９層、最も好適には４～７層の範囲の層を有する。ＨＩとＬＩの層は干渉
フィルタスタック内で交互となる必要はないが、本発明の実施形態は交互となることも想
定する。２つのＨＩ層（又は３以上）が互いに上下に蒸着されてもよいし、２つのＬＩ層
（又は３以上）が互いに上下に蒸着されてもよい。
【０１０１】
　本出願では、干渉フィルタの層は、その屈折率が１．６０より高い、好適には１．６５
以上、より好適には１．７０以上、さらに好適には１．８０以上、最も好適には１．９０
以上である場合に「高屈折率を有する層」であると言われる。同様に、干渉フィルタの層
は、その屈折率が１．５０未満、好適には１．４８以下、より好適には１．４７以下であ
る場合に、低屈折率を有する層であると言われる。
【０１０２】
　特に明記しない限り、本出願において開示される屈折率は２５℃の温度及び５５０ｎｍ
の基準波長に対して表される。
【０１０３】
　ＨＩ層は、当業者によく知られた高屈折率を有する従来の層である。ＨＩ層は通常、限
定しないがジルコニア（ＺｒＯ2）、酸化チタン（ＴｉＯ2）、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）、酸
化タンタル（Ｔａ2Ｏ5）、酸化ネオジム（Ｎｄ2Ｏ5）、酸化プラセオジム（Ｐｒ2Ｏ3）、
チタン酸プラセオジム（ＰｒＴｉＯ3）、酸化ランタン（Ｌａ2Ｏ3）、五酸化ニオブ（Ｎ
ｂ2Ｏ5）又は酸化イットリウム（Ｙ2Ｏ3）などの１つ以上の無機型酸化物を含む。任意選
択的に、ＨＩ層はまた、屈折率が上に示した１．６０より高い限りシリカ又は低屈折率を
有する他の材料を含み得る。好ましい材料としては、ＴｉＯ2、ＰｒＴｉＯ3、ＺｒＯ2、
Ａｌ2Ｏ3、Ｙ2Ｏ3及びその混合物が挙げられる。
【０１０４】
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　ＬＩ層はまた、低屈折率を有する従来から周知の層であり、限定しないがシリカ（Ｓｉ
Ｏ2）又はシリカとアルミナとの混合物（特にはアルミナドープシリカ）を含み得、後者
は干渉フィルタの熱抵抗を増加するのに寄与する。ＬＩ層は、ＬＩ層全重量と比較して、
好適には少なくともシリカ重量比８０％、より好適には少なくともシリカ重量比９０％を
含む層であり、さらに好適にはシリカ層からなる。
【０１０５】
　任意選択的に、低屈折率層はさらに、結果層の屈折率が１．５０より低い限り高屈折率
を有する材料を含み得る。
【０１０６】
　ＳｉＯ2とＡｌ2Ｏ3の混合物を含むＬＩ層が使用されれば、ＬＩ層は好適には、この層
内のシリカ＋アルミナ全重量と比較して、Ａｌ2Ｏ3重量比１～１０％、より好適には１～
８％、さらに好適には１～５％を含む。
【０１０７】
　例えば、Ａｌ2Ｏ3重量比４％未満でドープされたＳｉＯ2層、又はＡｌ2Ｏ3重量比８％
でドープされたＳｉＯ2層が使用され得る。ＵＭＩＣＯＲＥ　ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ　ＡＧ
社により市販のＬＩＭＡ（登録商標）（１．４８～１．５０の屈折率）又はＭＥＲＣＫ　
ＫＧａＡにより市販のＬ５（登録商標）（屈折率１．４８、波長５００ｎｍ）などの市場
で入手可能なＳｉＯ2／Ａｌ2Ｏ3の混合物が使用され得る。
【０１０８】
　干渉フィルタの外側層は通常、この外側層の全重量と比較して、好適には少なくともシ
リカ重量比８０％、より好適には少なくともシリカ重量比９０％（例えばアルミナでドー
プされたシリカの層）を含むシリカに通常は基づく低屈折率層であり、さらに好適には、
シリカの外側層からなる。
【０１０９】
　好ましい実施形態では、フィルタは、７００ナノメートル以下、より好適には６００ｎ
ｍ以下の合計厚を有する。フィルタ合計厚は通常、２００ｎｍより厚い、好適には２５０
ｎｍより厚い。
【０１１０】
　フィルタが８又は９層を含む干渉フィルタである本発明の特定の実施形態では、スタッ
ク合計厚は４５０ｎｍ～６００ｎｍであることが好ましい。
【０１１１】
　フィルタが６又は７層を含む干渉フィルタである本発明の特定の実施形態では、スタッ
ク合計厚は、好適には５００ｎｍ未満、より好適には３００ｎｍ～５００ｎｍの範囲であ
る。
【０１１２】
　フィルタが４又は５層を含む干渉フィルタである本発明の特定の実施形態では、スタッ
ク合計厚は、好適には３００ｎｍ未満、より好適には２００ｎｍ～３００ｎｍの範囲であ
る。
【０１１３】
　一般に、ＨＩ層は、１０ｎｍ～１００ｎｍの範囲、より好適には８０ｎｍ以下、さらに
好適には７０ｎｍ以下である物理的厚さを有し、ＬＩ層は、１０ｎｍ～１５０ｎｍ、より
好適には１３５ｎｍ以下、さらに好適には１２０ｎｍ以下の物理的厚さを有する。
【０１１４】
　本発明の眼用レンズはまた帯電防止処理され得る、すなわち、フィルタ内に少なくとも
１つの導電層を取り込むおかげで任意のかなりの量の静電気を保持及び／又は発生し得る
。
【０１１５】
　好適には、酸化インジウム、酸化錫、ＩＴＯ（酸化インジウムスズ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔ
ｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）などの導電酸化物の追加層が存在する。この層は、通常は２０ｎｍ未
満、好適には５ｎｍ～１５ｎｍの厚さを有する。
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【０１１６】
　この層は、酸化ジルコニウム層などの高屈折率を有する層に隣接することが好ましい。
【０１１７】
　好適には、この導電層はフィルタの最後の低屈折率層（すなわち、空気に最も近い層）
の下に位置し、通常はシリカに基づく層である。
【０１１８】
　本発明の一実施形態では、フィルタは副層上に蒸着される。ここでは、このフィルタ副
層はフィルタに属さないということを理解すべきである。
【０１１９】
　本明細書で使用されるように、フィルタ副層又は粘着層は、フィルタの耐摩耗性及び／
又は傷防止などの機械的性質を改善するために、及び／又は基材又は下地被覆に対するそ
の粘着性を促進するために使用される比較的厚い厚さを有する被覆を意味するように意図
されている。
【０１２０】
　その比較的厚い厚さを所与として、特に副層が下地被覆（通常は耐摩耗性被覆及び／又
は傷防止被覆である）の屈折率又は眼用レンズ基材の屈折率に近い屈折率を有するこのよ
うな状況では、副層は通常、副層が眼用レンズ基材上に直接蒸着される場合は、フィルタ
の光学的濾過活動に参加しない。
【０１２１】
　副層は、フィルタの耐摩耗性を促進するために十分に厚くなければならないが、副層の
性質に応じて、ＩＳＯ１３６６６：１９９８規格に定義されＩＳＯ８９８０－３規格に従
って測定される可視透過率Ｔvを著しく低減する可能性がある光吸収が発生し得る程度ま
で厚くないことが好ましい。
【０１２２】
　この副層の厚さは通常、３００ｎｍ未満、より好適には２００ｎｍ未満であり、通常は
９０ｎｍより厚く、より好適には１００ｎｍより厚い。
【０１２３】
　副層は好適には、副層全重量と比較して、好適には少なくともシリカ重量比８０％、よ
り好適には少なくともシリカ重量比９０％を含むＳｉＯ2ベースの層を含み、さらに好適
にはシリカの副層からなる。シリカに基づくこの副層の厚さは通常、３００ｎｍ未満、好
適には２００ｎｍ未満であり、通常は９０ｎｍより厚く、より好適には１００ｎｍより厚
い。
【０１２４】
　別の実施形態では、このＳｉＯ2ベースの副層は上記所与の比率によるアルミナドープ
シリカ副層であり、好適にはアルミナでドープされたシリカの層からなる。
【０１２５】
　特定の実施形態では、副層はＳｉＯ2層からなる。
【０１２６】
　単層型の副層を使用することが好ましい。しかし、副層は、特に、副層と下地被覆（又
は、副層が基材上に直接蒸着されれば基材）がそれぞれの屈折率にかなりの差が有る場合
、積層（多層）化され得る。これは、通常は耐摩耗性被覆及び／又は傷防止被覆である下
地被覆又は基材が高屈折率（すなわち、１．５５以上、好適には１．５７以上の屈折率）
を有する場合、特に当てはまる。
【０１２７】
　このような場合、副層は、９０ｎｍ～３００ｎｍの範囲の厚さを有する層（主層と呼ば
れる）に加えて、好適には最大で３つの他の層、より好適には最大で２つの他の層を含み
得、これらは任意選択的被覆基材と通常はシリカに基づく層である９０～３００ｎｍ厚の
層との間に挿入される。このような追加層は好適には薄層であり、その機能は、副層／下
地被膜界面又は界面副層／基材界面のいずれにしろその界面における多重反射を制限する
ことである。
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　多層副層は好適には、主層に加え、高屈折率と８０ｎｍ以下、より好適には５０ｎｍ以
下、さらに好適には３０ｎｍ以下の厚さを有する層を含む。高屈折率を有するこの層は、
高屈折率を有する基材又は高屈折率を有する下地被覆のいずれにしろそれに直接接触する
。当然、この実施形態は基材（又は下地被覆）が１．５５未満の屈折率を有しても使用さ
れ得る。
【０１２９】
　代替案として、副層は、主層と前述の高屈折率層に加え、その上に高屈折率層が蒸着さ
れた８０ｎｍ以下、より好適には５０ｎｍ以下、さらに好適には３０ｎｍ以下の厚さを有
するＳｉＯ2（すなわち、好適には、少なくともシリカ重量比８０％を含む）に基づく屈
折率が１．５５以下、好適には１．５２以下、より好適には１．５０以下である材料層を
含む。このような場合、副層は通常、任意選択的被覆基材上に次の順序で蒸着される２５
ｎｍ厚ＳｉＯ2層、１０ｎｍ厚ＺｒＯ2又はＴａ2Ｏ5層、副層主層を含む。
【０１３０】
　フィルタと任意選択的副層は好適には、以下の方法のいずれかに従って真空下蒸着によ
り蒸着される。ｉ）任意選択的にイオン支援下の蒸着により、ｉｉ）イオンビームスパッ
タ蒸着により、ｉｉｉ）陰極スパッタにより、ｉｖ）プラズマ支援気相蒸着により。これ
らの様々な方法は、“Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ”と“Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌ
ｍ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ　ＩＩ”（Ｖｏｓｓｅｎ　＆　Ｋｅｒｎ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ａｃ
ａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，１９７８と１９９１）にそれぞれ記載されている。特に推奨
される方法は真空蒸着法である。
【０１３１】
　フィルタが干渉フィルタである場合、フィルタスタックの層と任意選択的副層のそれぞ
れの蒸着は好適には、真空下蒸着により行われる。
【０１３２】
　本発明の特定の実施形態では、眼用レンズは、フィルタを備えた眼用レンズ主面上の２
．５％以下の平均視感反射率係数Ｒvを有する。好適には、平均視感反射率係数Ｒvは２％
以下、さらに好適には１．５％以下である。特に好ましい実施形態では、平均視感反射率
係数Ｒvは０．７％以下、より好適には０．６％以下である。
【０１３３】
　好ましい実施形態では、眼用レンズは、眼用レンズの両主面のそれぞれの上の２．５％
以下の平均視感反射率係数Ｒvを有する。より好適には、この平均視感反射率係数Ｒvは０
．７％以下である。
【０１３４】
　本発明の好ましい実施形態では、本発明によるフィルタにより被覆された主面は、本発
明の眼用レンズの前主面であり、後主面は、従来の反射防止膜又は好適にはＵＶ域内で効
率的な反射防止膜（すなわち、例えばＰＣＴ／欧州特許出願公開第２０１１／０７２３８
６号明細書に記載されたものなど紫外線をあまり反射しないもの）により被覆される。
【０１３５】
　ＩＳＯ１３６６６：１９９８規格に定義された関数Ｗ（λ）により重み付けられた２８
０ｎｍ～３８０ｎｍの範囲の波長に対する眼用レンズ後主面上のＵＶ域内の平均反射率Ｒ

UVは、３０°の入射角と４５°の入射角に対して、７％以下、より好適には６％以下、さ
らに好適には５％以下である。ＵＶ域内の平均反射率ＲUVは次の関係式により定義される
。
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【数１】

ここで、Ｒ（λ）は当該波長における眼用レンズ後主面上のスペクトル反射率であり、Ｗ
（λ）は太陽分光放射照度Ｅｓ（λ）と相対的スペクトル効率関数Ｓ（λ）の積に等しい
重み関数である。
【０１３６】
　紫外線透過率を計算できるようにするスペクトル関数Ｗ（λ）はＩＳＯ１３６６６：１
９９８規格に定義されている。
【０１３７】
　ＵＶ域内で効率的な反射防止膜は好適には、少なくとも１つの高屈折率層と少なくとも
１つの低屈折率層とのスタックを含む。
【０１３８】
　本発明の別の実施形態では、前後主面の両方は光毒性青色光に対するフィルタを備える
。したがって、前主面上に１つと後主面上に他の１つとが形成されるフィルタはこのとき
同じであっても異なってもよい。
【０１３９】
　本発明によるフィルタは裸の基材上に直接蒸着され得る。いくつかの用途では、フィル
タを備える眼用レンズ主面は、フィルタをこのような主面上に形成することに先立って１
つ以上の機能性被覆により被覆されることが好ましい。光学において古典的に使用される
これらの機能性被覆は、限定しないが、衝撃耐性プライマー、耐摩耗性被覆及び／又は傷
防止被覆、偏光被覆、着色被覆であり得る。
【０１４０】
　一般に、フィルタが形成される基材の前及び／又は後主面は衝撃耐性プライマー、耐摩
耗性被覆、及び／又は傷防止被覆により被覆される。
【０１４１】
　フィルタは耐摩耗性被覆及び／又は傷防止被覆上に蒸着されることが好ましい。耐摩耗
性被覆及び／又は傷防止被覆は、耐摩耗性被覆として古典的に使用される任意の層及び／
又は眼用レンズ分野において使用される傷防止被覆であり得る。このような被覆は中でも
欧州特許第０６１４９５７号明細書に記載されている。
【０１４２】
　本発明の眼用レンズはまた、フィルタ上に形成されその表面性質を修正することができ
る被覆、例えば疎水性及び／又は撥油性被覆（汚れ止め「上塗り（ｔｏｐ　ｃｏａｔ）」
）及び／又は防雲被覆などを含み得る。このような被覆は中でも米国特許第７６７８４６
４号明細書に記載されている。これらの被覆は好適には、フィルタの外側層上に蒸着され
る。それらの厚さは通常１０ｎｍ以下、好適には１ｎｍ～１０ｎｍ、より好適には１ｎｍ
～５ｎｍである。
【０１４３】
　通常、本発明の眼用レンズは、耐衝撃性プライマー層、耐摩耗性層及び／又は傷防止層
、本発明によるフィルタ、疎水性及び／又は撥油性被覆により前主面上に連続的に被覆さ
れた基材を含む。
【０１４４】
　本発明の眼用レンズは好適には、眼鏡の眼用レンズ又は眼用レンズ半加工品である。し
たがって、本発明はさらに、少なくとも１つのこのような眼用レンズを含む眼鏡に関する
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【０１４５】
　上記眼用レンズは、矯正処置を伴う又は伴わない偏光レンズ又は太陽用着色型レンズで
あり得る。
【０１４６】
　光学的物基材の後主面は、耐衝撃性プライマー層、耐摩耗性被覆及び／又は傷防止被覆
、ＵＶ反射防止被覆であってもなくてもよい反射防止膜と、疎水性及び／又は撥油性被覆
とにより連続的に被覆され得る。
【０１４７】
　このようなレンズは、劣化過程、特に加齢黄斑変性症などの退行変性過程に悩む装着者
の目を青色光誘発光毒性に対して保護するために特に有利である。
【０１４８】
　上に述べたような眼用レンズはまた、改善された可視コントラストを装着者に与えるの
で有利である。
【０１４９】
　以下の実施例は、非限定的なやり方であるがより詳細に本発明を示す。
【実施例】
【０１５０】
１．一般的処理と手順
　本発明によるフィルタは、欧州特許第６１４９５７号明細書の実施例３に記載のような
耐摩耗性被覆で被覆されたＯＲＭＡ（登録商標）レンズ上に蒸着される。
【０１５１】
　ＳｉＯ2及びＺｒＯ2層を蒸着するための蒸着装置と条件（蒸着速度、圧力）は国際公開
第２００８／１０７３２５号パンフレットに記載されたものである。
【０１５２】
２．曲線の計算
　本発明によるフィルタのスペクトル反射率曲線は、Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｃｅｎｔｅｒ
のソフトウェアＥｓｓｅｎｔｉａｌ　Ｍａｃ　Ｌｅｏｄ（ｖｅｒｓｉｏｎ　９．４）から
モデル化された。
【０１５３】
　フィルタの特性とそれらの性質は以下の第３項に記載される。
【０１５４】
　実施例１と２のフィルタを備える眼用レンズは効果的に作成されスペクトル反射率曲線
が測定された。
【０１５５】
　得られる曲線がモデル化曲線に対応するように制御された。
【０１５６】
３．フィルタスタックと性質、スペクトル反射率曲線、結果
　実施例１～３で得られた眼用レンズの構造特性と光学性能について以下に詳述する。
【０１５７】
　上記実施例１～３の前主面への１５°の入射角における及び２８０ｎｍ～７８０ｎｍの
範囲の波長に対するスペクトル反射率曲線を図１～図３に示す。これらの図上には比較例
Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３のスペクトル反射率曲線も示される（下記参照）。
【０１５８】
　平均反射率係数値は前主面のものである。係数Ｒm,B及びＲvは１５°の入射角に対して
示される。
【０１５９】
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【表１】

【０１６０】
　先の表において、パラメータΔスペクトラル＠１５°は次の関係式により定義される。
Δスペクトラル＠１５°＝［Ｒ15°（４３５ｎｍ）－Ｒ15°（４８０ｎｍ）］／Ｒ15°（
４３５ｎｍ）ここでＲ15°（４３５ｎｍ）とＲ15°（４８０ｎｍ）はそれぞれ、前主面へ
の１５°の入射角に対する４３５ｎｍと４８０ｎｍにおける前主面の反射率を表す。
【０１６１】
　本発明の眼用レンズは、可視域における反射防止性能が損なわれることなく（１５°の
入射角に対しＲv＜２．５％）、非常に良好な光毒性青色光反射性（Ｒm,B＞１０％）を有
するということが観察される。
【０１６２】
　さらに、実施例１～３で得られた眼用レンズは、顕著な透明度特性、良好な比色中性、
摩滅及び傷に対する良好な耐性、表面への機械的応力を伴う熱水浸漬処理に対する良好な
耐性を示す。基材に対する被覆粘着性もまた非常に満足できる。
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【０１６３】
比較例Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３
　特に半値全幅に関して本発明のフィルタの特性を満たさないフィルタを備える３つの眼
用レンズの「抗青色光」性能について以下の表に示す。
【０１６４】
　本発明によるフィルタ、特に限定された数の層（７層以下、好適には６層以下）を有す
るフィルタを備える眼用レンズは比較のレンズより良好な視感反射率係数Ｒvを示すとい
うことが観察される。
【０１６５】
　本発明のフィルタの特性を満たさないフィルタを備える比較例Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３のすべ
ての眼用レンズは、特に半値全幅に関して、５％以上の平均青色反射率係数Ｒm,Bを示す
ということが観察される。
【０１６６】
　対照的に、図１～３で分かるように、比較例のどれも以下の眼特性を示さない。
　－　４３５ｎｍ未満の波長における最大反射率、
　－　８０ｎｍ以上の半値全幅。
【０１６７】
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【表２】

【０１６８】
　さらに、実施例１～３の本発明の眼用レンズの効率について、上記比較例Ｃ１、Ｃ２、
Ｃ３と比較して、図４に基づいて考察することができる。
【０１６９】
　光学系全体の後方反射率ＢＲ（λ）と透過率Ｔ（λ）（後面上の反射防止Ｃｒｉｚａｌ
　Ｆｏｒｔｅ（登録商標）ＵＶ（４５°の入射に対しＲv＝０．５９％、ＲUV＝３．１％
）を有する複葉タイプのＯＲＭＡ（登録商標）レンズの前面上の実施例１、２、３と比較
例Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３とに対応する青色フィルタによる）は、試験フィルタ毎に、ソフトウ
ェアＥｓｓｅｎｔｉａｌ　Ｍａｃ　Ｌｅｏｄにより判断された。
【０１７０】
　計算は、眼用レンズ内で発生する多重反射をすべて考慮する。
【０１７１】
　青色光誘発傷害（ｂｌｕｅ　ｌｉｇｈｔ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｈａｚａｒｄ）を評価する
ために、これらの透過率と反射曲線はＩＳＯ８９８０－３国際規格のスペクトル関数ＷB
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（λ）を使用して重み付けられる。この関数は、３８０ｎｍ～５００ｎｍ波長帯域内で積
分された太陽輻射関数ＥS（λ）の青色光傷害関数とスペクトル分布との積から生じる。
【０１７２】
【表３】

【０１７３】
　図４上に表されるのは：
　－　横座標として：後主面への４５℃の入射角に対する青色光網膜傷害重み関数により
重み付けられた後方反射率値。
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【数２】

ここで、ＢＲ（λ）はレンズ後方反射スペクトル係数であり、
　－　縦座標として：青色光網膜傷害重み関数により重み付けられた透過値。この透過値
は、前主面への０℃の入射角に対する、この眼用レンズを通過する青～紫範囲（３８０ｎ
ｍ～５００ｎｍ）内の透過される直接光の部分（％）を表す。

【数３】

ここで、Ｔ（λ）は透過率のレンズスペクトル係数である。
【０１７４】
　測定可能値ＷB（λ）は、スペクトル太陽輻射ＥS（λ）と青色光網膜傷害関数Ｂ（λ）
の積である重み関数である（表１を参照）。
【０１７５】
　図４では、本発明による眼用レンズの実施例１～３は、同じ数の層に対し、比較例Ｃ１
、Ｃ２とＣ３と比較して低透過率だけでなく、低後方反射率も示すということが観測され
る。
【０１７６】
　したがって、本発明の眼用レンズは、青色光誘発光毒性の結果としての装着者の眼の加
齢黄斑変性症などの退行変性過程を防止することができる。
【０１７７】
　図５は、の前主面への０°と４５°入射角に対する実施例３の眼用レンズの３８０ｎｍ
～５００ｎｍスペクトル反射率曲線を表す。
【０１７８】
　図を考慮すると、４５°におけるスペクトル反射率曲線は、０°におけるスペクトル反
射率曲線と比較して短波長の方へ（すなわち濃青色及びＵＶ域へ）シフトされるというこ
とに留意すべきである。これは、実施例３の「大フィルタ」の高い角度選択性の図解であ
る。
【０１７９】
　この変位は、４５°の入射角に対する４３５ｎｍにおける１１％に等しい低スペクトル
反射率値（Ｒ45°（４３５ｎｍ）と略称）をもたらす、すなわち、０°の入射角に対する
４３５ｎｍにおける５９．５％に等しいスペクトル反射率値（Ｒ0°（４３５ｎｍ）と略
称）よりはるかに小さい。
【０１８０】
　したがって、ここでは高い値であるパラメータΔ（θ，θ’）値が０．８２に等しいと
いうことが理解される。これは、本発明による少なくとも１つの「大フィルタ」を備える
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すべての眼用レンズに当てはまる。
【０１８１】
　逆に、そして比較例の表において明らかなように、本発明のフィルタ特性（特に半値全
幅）を満たさないフィルタを備える眼用レンズは、光毒性青色光に対して効率的に保護す
るのに十分に高いパラメータΔ（θ，θ’）を有しない。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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